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平 成 ２ ９ 年 度

八幡浜市港湾整備事業特別会計予算

（港湾整備事業特別会計） -683(684)-



 



八幡浜市長　　大　城　一　郎

第２条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の

　（地方債）

　方法は、「第２表地方債」による。

　（歳入歳出予算）

議案第３７号

平成２９年度八幡浜市港湾整備事業特別会計予算

　平成２９年度八幡浜市の港湾整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１１３，０７７千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　　　　平成２９年２月２７日提出

（港湾整備事業特別会計） -685(686)-



 







　第２表　地　方　債

起 債 の 目 的 限 度 額 利 率 償 還 の 方 法

千円

１ 　借入先 　年4.0％以内 　借入先の融通条件による。

　財務省、その他 （ただし、利率 　ただし、必要に応じ、繰上償還、

見直し方式で借 償還年限の短縮又は低利債に借換え

２ 　借入方法 り入れる政府資 をすることができる。

　普通貸借又は証券発行の方法による。 金及び地方公共

　事業又は財政の都合により、本議決の範 団体金融機構資

囲内において起債の前借をすることができ 金について、利

る。 率の見直しを

行った後におい

３ 　借入時期 ては、当該見直

　平成29年度。ただし、事業又は財政の都 し後の利率）

合により、起債額の全部若しくは一部を翌

年度に繰越借入することができる。

合 計 31,000

起 債 の 方 法

港 湾 整 備 事 業 15,500

過 疎 対 策 事 業 15,500

（港湾整備事業特別会計） -689（690）-



 



１

(1) 総 括

(2) 歳 入

(3) 歳 出

２ 地方債に関する調書

八 幡 浜 市 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書

平　成　２　９　年　度

歳入歳出予算事項別明細書

（港湾整備事業特別会計） -691(692)-



 

























 



（単位：千円）

当 該 年 度 中 当 該 年 度 中

起 債 見 込 額 元 金 償 還 見 込 額

１ 港 湾 整 備 事 業 債 307,086 283,578 31,000 23,954 290,624

307,086 283,578 31,000 23,954 290,624

当 該 年 度 中 増 減 見 込

２　地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
　　及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

当 該 年 度 末

現 在 高 見 込 額

合 計

区 分
前 々 年 度 末

現 在 高

前 年 度 末

現 在 高 見 込

（港湾整備事業特別会計） -705(706)-



 


